
















要約:

昭和 55 年、厚生省離乳食幼児食研究班で策定された「離乳の基本」の見直しをするに当

り、都道府県、政令市、特別区及び市町村において、乳幼児検診に携わっている医師(538

人)、栄養指導担当者(758 人)を対象に離乳指導に関する調査を、また、1都 6県の 5ヵ月

～14 ヵ月児をもつ母親(4634人)を対象に離乳の実態を調査し、「離乳の基本」に示されて

いる指針との比較を試み、以下の示唆を得た。

1.離乳の開始の目安として「月齢」と共に「適応」を明記する。

2.離乳開始月齢の適期は 4～5ヵ月とし、遅くとも 6ヵ月迄に開始することが望ましい。

3.離乳期に用いる食品は、離乳の進行にそってある程度限定し、それを明記することが望

ましい。

4.対象児が摂取している離乳食の調理形態は、「離乳の基本」に示されているレベルより

進んでいる者が多かった。調理形態に幅をもたせることが望ましい。

5.「離乳の基本」では 11 ヵ月まで詳細な指示がされているが、幼児食への順調な移行を

考慮し、離乳完了期を含めた指針を明示することが望ましい。

6.ベビーフードを使用する母親が増加しているので、これに関する指導指針を明示する。

7.乳児の発育・栄養摂取量・離乳の進行状況から、栄養所要量を鑑み、離乳食と乳汁の栄

養適正比率を考慮した離乳指導指針の策定を試みたい。


